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経済団体新春互礼会
６５万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります
中小企業景況調査結果
小規模事業者持続化補助金（ビジネスコミュニティ型）
知っ得こ　税務編　税務TIPs（事前確定届出給与） 第１回
令和２年度 とやま農商工連携推進事業
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得について
イベント情報、きときとトピックス
補助金のご案内

（小規模事業者持続化補助金採択事例）

　創業明治14年の味噌・醤油を製造販売する「長谷川醸庫」（高岡市福岡町）が、創業
当時から使われていた蔵を改装してカフェを経営。自家製味噌や塩麹を使用したロー
ルケーキ・シフォンケーキなどが有田焼や古伊万里の焼き物皿で提供される。高岡の古
い町並みの中で、ゆったり食事やフレンチプレスコーヒーにオリジナル紅茶も楽しめる。
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商
工
会
連
合
会
と
商
工
会
議
所
連
合
会
、
経
営
者
協
会
、
中
小
企
業

団
体
中
央
会
、
経
済
同
友
会
の
県
内
経
済
５
団
体
は
、
１
月
４
日
、
富

山
市
の
Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
富
山
に
お
い
て
、
合
同
の
新

春
互
礼
会
を
開
催
し
た
。
１１
回
目
と
な
る
互
礼
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
徹
底
の
う
え
、
各
団
体
幹
部
や
企
業
の
ト
ッ
プ

ら
３
８
０
名
が
集
ま
り
、
地
域
経
済
の
発
展
に
向
け
て
団
結
す
る
こ
と

を
誓
っ
た
。

　
県
経
営
者
協
会
の

金
岡
克
己
会
長
が
主

催
者
を
代
表
し
挨

拶
。
「
変
革
を
加
速

し
、
よ
り
良
い
富
山

県
づ
く
り
に
ま
い
進

し
よ
う
」
と
呼
び
か

け
た
。
続
い
て
、
新

田
富
山
県
知
事
か
ら

来
賓
を
代
表
し
て
挨

拶
が
あ
っ
た
。

　
来
賓
紹
介
の
後
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
鏡
開
き

や
食
事
の
提
供
は
行

わ
れ
な
か
っ
た
も
の

の
、
密
を
避
け
な
が

ら
和
や
か
に
懇
談
が

行
わ
れ
た
。

　
最
後
に
髙
木
商
工

会
議
所
連
合
会
会
長

が
閉
会
の
挨
拶
を

行
っ
た
。 経

済
団
体
新
春
互
礼
会

経
済
団
体
新
春
互
礼
会

令和２年分の所得税確定申告から 

の適用要件が変わります 65万円の青色申告特別控除
平成30年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。 
　個人の方の所得税について 
　①青色申告特別控除額が変わります。（現行65万円⇒改正後55万円） 
　②基礎控除額が変わります。（現行38万円⇒改正後48万円） 
　③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて 
　　e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除
　 （以下、「65万円控除」といいます。）が受けられます。 
　※ 以上の改正は、令和２年分以後の所得税について適用されます。 

65万円控除を受けるためには・・・ 

※ 詳しくは、「国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）」でご確認ください。 e-Tax

国税庁　電子帳簿保存関係

以下のいずれかの要件を満たす必
要があります。
①　e-Taxを利用して申告書及び青
色申告決算書を提出する。

②　電子帳簿保存法に対応する会
計ソフトを用いて記帳し、かつ、
電子帳簿保存の承認申請書（注）を
税務署に提出する。
（注）正式名称は、「国税関係帳簿の電磁
的記録による保存等の承認申請書」
です。電子帳簿保存法の対応要件は、
国税庁ホームページ「電子帳簿保存
法関係」をご確認ください。

65万円控除を受けられます。 65万円控除を受けるためには、
要件があります。
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個人賠償責任に次いで「傷害プラン」に熱中症の補償もついて
充実の安心補償！！

ご家族全員の
賠償事故をカバー！！

中小企業景況調査結果 （2020年10月～12月期実績・2021年1月～3月期予想）

前期比、建設業・小売業・サービス業で好転し、製造業は悪化した

業況天気図 （注）D.I とは、景気動向指数の略で、前年同期と比較して増加（好転）企業割合と、
減少（悪化）企業割合の差を示すものである。

2019年 2020年
1月～３月 1月～３月4月～ 6月

（今期）
7月～ 9月

（予想）
10月～ 12月1月～３月 4月～ 6月 7月～ 9月 10 月～ 12月

製 造 業

建 設 業

小 売 業

サービス業

D.I 値（前年同期比）表示マーク

20.1 ～ 快晴＝

5.1 ～ 20.0 晴れ＝

5.0 ～△ 5.0 曇り＝

△ 5.1 ～△ 20.0 小雨＝

△ 20.1 ～ 雨＝

　今期は、建設業△35.0（前期比＋5.0ポイント）、小売業△51.4（同+7.5ポイント）、
サービス業△47.4（同+21.0ポイント）で好転し、製造業△80.0（同△19.9ポイント）
は悪化した。
　来期は、製造業△57.1（当期比+22.9ポイント）、建設業△30.0（同+5.0ポイント）、
小売業△45.7（同+5.7ポイント）、サービス業△45.4（同+2.0ポイント）と全ての業種
で好転を予想している。

ビジネスコミュニティ型補助金
　小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上
げ、インボイスの導入等)や、近年直面している自然災害等に対して、セミナーや研修等の実施を通して販路開拓
支援、事業継承支援、地域の防災や災害復旧活動等を展開している地域の若手経営者等又は女性経営者等のグル
ープによる取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の経営者の資質
向上、及び生産性向上と持続的発展、自然災害への対策、災害発生時対応等を図ることを目的とします。

◆補助対象者
一定の要件（※）を満たす、商工会・商工会議所の青年
部、女性部（会）
※経営発達支援計画又は事業継続力強化支援計画の認定を
受けた商工会・商工会議所の定款に定められた内部組織
であり、小規模事業者が５者以上所属していること等

◆補助率等
・補助率：定額（10／10）
・補助上限額：50万円（※複数の補助対象者が共同で
実施する場合は最大100万円）

・補助対象経費：専門家謝金、専門家旅費、旅費、資料
作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費

◆事業実施スケジュール
　第１回公募開始：令和３年１月22日 ㈮
　　　　受付締切：令和３年３月12日 ㈮
　※第2回受付は令和3年5月を予定しております。

◆事業イメージ

　

◆対象事業テーマ例
・ビジネスプランに基づく経営の推進（経営力向上計画、
経営革新計画等）

・事業承継支援（事業承継計画、事業承継税制活用等）
・多様な働き方の推進（生産性向上・人手不足・働き方改
革への対応等）

・強靭化対策（事業継続力強化計画、BCP策定等）
・販路開拓、生産性向上、海外展開の推進、地方創生の推進等

研修・勉強会の開催：知識の習得

実証・検証：ブラッシュアップ、手法の検討

発表・実践：自社、地域への落とし込み・計画実行

報告：事業終了後の実績報告・事業終了1年後の状況報告
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必要な要員や経験豊富な即戦力などを確保したいとき 事業の整理・縮小により、雇用調整を検討しているとき

1987年設立　人材マッチングの専門機関です

や

税理士　崎 山 　強

回
1
第

　給
与
の
年
俸
制
の
実
際
上
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　（
事
前
確
定
届
出
給
与
）

一

　は
じ
め
に

　
　
米
中
問
題
に
始
ま
り
、
消
費
税
の
増
税
に
よ
る

経
済
の
低
迷
と
コ
ロ
ナ
禍
の
追
い
打
ち
で
、
ネ
ッ

ト
関
連
企
業
を
除
く
全
企
業
が
厳
し
い
経
済
環
境

に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
で
は
何
よ

り
も
生
き
残
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
各
種
給
付

金
や
コ
ロ
ナ
融
資
等
で
差
し
当
た
り
の
流
動
性
は

確
保
さ
れ
て
い
る
た
め
、
株
式
市
場
や
暗
号
通
貨

の
世
界
は
行
き
場
を
失
っ
た
莫
大
な
資
金
が
流
入

し
て
い
る
が
、
実
体
経
済
を
維
持
し
て
い
か
な
け

れ
ば
日
本
全
体
が
幸
福
に
な
る
に
は
程
遠
い
。
今

回
は
、
役
員
報
酬
に
年
俸
制
を
導
入
す
る
こ
と
に

よ
る
企
業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
向
上
策
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

二

　問
題
の
所
在

　
　
役
員
報
酬
は
、
企
業
経
営
陣
の
労
務
等
の
対
価

で
あ
り
、
経
営
に
あ
た
っ
て
企
業
の
様
々
な
リ
ス

ク
を
一
身
に
抱
え
る
立
場
上
、
公
私
と
も
に
高
額

に
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
本
人
が
実
際
に
稼
得
す
る
手
取
り
、
可
処

分
所
得
の
割
り
に
、
源
泉
所
得
税
も
社
会
保
険
料

も
高
額
に
な
る
。
こ
と
に
、
社
会
保
険
料
は
、
本

人
負
担
と
同
額
を
会
社
も
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
役
員
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
給
与
全
体

の
問
題
と
し
て
会
社
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
に
な

る
金
額
は
、
会
社
負
担
額
の
２
倍
に
な
っ
て
し
ま

う
た
め
、
事
前
に
預
っ
て
い
る
と
は
言
っ
た
も
の

暁
に
は
事
前
に
届
け
出
し
て
お
い
た
１
０
０
０
万

円
な
ど
の
金
額
を
ま
と
め
て
払
う
。
社
会
保
険
は

限
度
額
を
超
え
て
は
か
か
ら
な
い
の
で
、
ト
ー
タ

ル
で
は
手
取
も
増
え
る
し
、
会
社
の
負
担
額
も
減

る
。
手
取
り
が
増
え
る
分
、
所
得
税
は
微
妙
に
高

く
な
る
が
、
大
勢
に
影
響
は
な
い
。
注
意
と
し
て

は
、
支
払
額
を
途
中
で
変
え
よ
う
と
思
わ
な
い
こ

と
（
原
則
と
し
て
）
。
ゼ
ロ
か
１
０
０
％
か
、
払
う

か
払
わ
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
。
そ
う
で

な
い
と
、
税
務
署
か
ら
手
痛
い
お
叱
り
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
手
続
き
を
し
っ
か
り
確
認

す
る
こ
と
。
そ
の
う
え
で
、
コ
ス
ト
削
減
効
果
を

確
実
に
企
業
の
業
績
に
結
び
付
け
て
ほ
し
い
。
目

的
は
あ
く
ま
で
も
企
業
の
存
続
の
た
め
に
あ
る
。

な
お
、
将
来
も
ら
え
る
年
金
額
は
払
い
が
少
な
く

な
る
分
少
し
だ
け
減
る
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

し
て
み
る
と
よ
い
が
、
私
の
経
験
で
は
、
い
ま
手

取
り
が
多
い
方
を
選
ば
れ
る
方
が
ほ
ぼ
１
０
０
％

で
あ
る
。

税
務
Ｔ
Ｉ
Ｐ
ｓ
（
事
前
確
定
届
出
給
与
）

氷見市出身　平成７年税理士試験合格
早稲田大学法学部卒業
東京大学大学院修了・CFPⓇ・法務博士・特定行政書士
平成９年より高岡市にて税理士事務所開業
海外拠点（大連・バンコク・ヤンゴン）
現在、富山県よろず支援拠点コーディネータ（兼務）

の
、
資
金
繰
り
に
及
ぼ
す
イ
ン
パ
ク
ト
は
無
視
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。

三

　社
会
保
険
料
の
計
算
方
法

　
　
県
別
の
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料

額
表
を
見
て
み
よ
う
。
等
級
別
の
料
額
が
細
か
い

表
に
な
っ
て
い
る
が
、
下
方
の
枠
の
中
に
「
賞
与

に
か
か
る
保
険
料
額
」
と
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に

は
、
「
賞
与
に
係
る
保
険
料
額
は
、
賞
与
額
か
ら

１
０
０
０
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
（
標

準
賞
与
額)

に
、
保
険
料
率
を
乗
じ
た
額
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
標
準
賞
与
額
の
上
限
は
、
健
康
保
険

は
年
間
５
７
３
万
円
（
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年

３
月
31
日
ま
で
の
累
計
額
。
）
と
な
り
、
厚
生
年

金
保
険
と
子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
の
場
合
は
月

間
１
５
０
万
円
と
な
り
ま
す
。
」
と
記
載
し
て
あ

る
の
が
確
認
で
き
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
健
康
保

険
は
、
年
間
５
７
３
万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
は
か
か
ら
な
い
し
、
厚
生
年
金
保
険
は
月
額
１

５
０
万
円
を
超
え
る
部
分
に
は
か
か
ら
な
い
。
同

じ
も
ら
う
に
し
て
も
、
月
額
の
給
与
を
コ
ツ
コ
ツ

も
ら
う
よ
り
も
、
ま
と
め
て
一
年
分
も
ら
う
と
保

険
料
が
か
か
ら
な
い
上
澄
み
部
分
が
多
く
な
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

　事
前
確
定
届
出
給
与

　
　
国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
で
検
索
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

役
員
報
酬
の
事
前
確
定
届
出
給
与
の
手
続
等
は
ご

理
解
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。
紙
面
の
都
合
上
省

略
す
る
。
生
活
に
不
可
欠
な
金
額
の
み
月
々
は
支

給
し
て
お
い
て
、
１
年
首
尾
よ
く
計
画
達
成
し
た

税務編
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と
や
ま
農
商
工
連
携
推
進
事
業

令
和
２
年
度

れ
た
商
品
が
並
び
、
食
品
コ
ー
ナ
ー
で
は
富
山

の
地
域
食
材
を
安
全
、
安
心
な
原
材
料
を
使
い

生
産
者
の
熱
い
想
い
が
こ
も
っ
た
製
法
で
作
り

上
げ
ら
れ
た
商
品
が
並
ん
だ
。
訪
れ
た
方
は
商

品
コ
ン
セ
プ
ト
に
惹
か
れ
て
商
品
を
選
ん
で
お

ら
れ
た
様
子
だ
っ
た
。
本
フ
ェ
ア
の
販
売
情
報

や
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
と
り
ま
と
め
次
第
、

出
展
商
工
会
、
出
展
事
業
者
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
を
行
い
、
参
加
し
た
事
業
者
は
、
接
客
時
の

お
客
様
と
の
会
話
か
ら
も
首
都
圏
の
客
層
の
特

徴
や
自
社
商
品
に
対
す
る
反
応
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
今
後
の
商
品
改
良
が
期
待
で
き
る
。
コ

ロ
ナ
禍
の
な
か
、
７
日
間
の
開
催
期
間
中
、
例

年
に
比
べ
る
と
人
出
は
少
な
い
印
象
で
あ
っ
た

が
、
予
想
以
上
の
多
く
の
集
客
が
あ
り
、
富
山

の
逸
品
に
対
す
る
顧
客
の
関
心
や
フ
ェ
ア
に
対

す
る
期
待
も
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
今

後
も
継
続
し
て
首
都
圏
で
の
商
品
Ｐ
Ｒ
の
場
を

設
け
て
い
く
こ
と
で
販
路
開
拓
を
引
き
続
き
支

援
し
て
い
き
た
い
。

■
本
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
果
の
概
要

　

本
フ
ェ
ア
の
直
前
期
に
東
京
都
、
全
国
に
お

い
て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
た
こ

と
で
、
出
展
事
業
者
の
ア
テ
ン
ド
辞
退
も
あ
っ
た

な
か
、
富
山
県
、
Ｊ
Ａ
、
商
工
会
、
出
展
事
業
者
、

フ
ェ
ア
事
務
局
（（
株
）ジ
ェ
ッ
ク
経
営
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
）
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
対
策
を
徹
底
の
う
え
無
事
会
期

を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
は
、
試
食
や
試
飲
が
出
来
な
い
な
か
で

食
品
関
係
は
、
例
年
と
比
較
し
て
、
商
品
の
良
さ

を
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
来

場
者
の
反
応
は
好
評
で
あ
り
、
富
山
の
商
品
の

良
さ
が
顧
客
に
伝
わ
っ
て
い
る
実
感
を
得
ら
れ

た
。
今
回
の
フ
ェ
ア
の
来
場
者
は
、
総
じ
て
商

品
に「
富
山
ら
し
さ
」を

求
め
て
お
り
、
富
山
県

内
各
地
域
の
特
徴
を
活

か
し
、
も
の
づ
く
り
部

門
は
生
産
者
が
工
夫
さ

　
「
と
や
ま
の
逸
品
フ
ェ
ア 

２
０
２
０ 

in 

日
本
橋
と
や
ま
館
（
農
商

工
連
携
・
地
域
資
源
活
用
商
品
フ
ェ
ア
）」
が
開
催
さ
れ
た
。

　

富
山
県
内
の
小
規
模
事
業
者
等
の
販
路
開
拓
支
援
を
目
的
と
し
て
、

農
商
工
連
携
等
に
よ
る
新
商
品
、
新
サ
ー
ビ
ス
、
新
技
術
を
首
都
圏
消

費
者
、
バ
イ
ヤ
ー
関
係
者
等
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
を
創
出
す
る
と
と
も

に
、
商
工
会
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
本
フ
ェ
ア
な
ら
び
に
本
県
地
域

の
魅
力
や
資
源
等
を
広
く
発
信
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
実
施
し
た
。

■
実
施
事
業
の
概
要

［
日 

時
］

令
和
２
年
11
月
30
日
㈪
～
12
月
６
日
㈰

10
：
30
～
19
：
30

［
会 

場
］

富
山
県
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

「
日
本
橋
と
や
ま
館
」交
流
ス
ペ
ー
ス

（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町 

１
ー
２
ー
６ 

 

日
本
橋
大
栄
ビ
ル
１
階
）

［
内 

容
］

●
伴
走
型
事
業
の
事
業
計
画
で
出
展
の
７

商
工
会
が
推
奨
す
る
事
業
者
の
商
品
Ｐ

Ｒ
販
売
、
ト
ヤ
マ
バ
ー
で
の
期
間
限
定
メ

ニ
ュ
ー
「
商
工
会
の
こ
わ
け
セ
ッ
ト
」
の

販
売
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

●
国
認
定
及
び
県
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業
で
開

発
し
た
商
品
Ｐ
Ｒ
販
売
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小さな会社ですが
丁寧な仕事を心がけています。
小さな会社だから
できる事があります。
人と社会を繋ぐお手伝いをいたします。
心に伝わる広告物をご提供いたします。

お客様の想いをカタチにする

　育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護
休業法施行規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになりました。

（注）いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

改正のポイント

労使協定を締結する際の注意点

就業規則の規定例（子の看護休暇の場合）

第○条

※介護休暇も同様の改定が必要です。

・半日単位での取得が可能
・１日の所定労働時間が４時間
　以下の労働者は取得できない

・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

☞　「時間」とは、１時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取
得できるようにしてください。

☞　法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。

☞　子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結するこ
とにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難
な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。

　　詳細は、ホームページをご覧ください。

・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益
な労働条件の変更になります。ご注意ください。

１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又は疾病にかかった当
該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年
次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日を限度として、
子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月31日までの期間とする。
２ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

改
正
前

改
正
後

※労使協定により時間単位での休暇取得ができないこととなった労働者であっても、引き続き半日
　単位での休暇取得を認めるように配慮をお願いします。

両立支援等助成金について
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働
者が生じたなど要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。

両立支援等助成金　厚生労働省

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました
（令和３年１月１日施行）
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イベント名 開催日 お問合せ先

ふれあい青空市「やまだの案山子」 3/6（土）から
（月・火・水・土・日・祝） やまだの案山子 076-457-2333

※新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント開催が延期、または中止になる場合があります。
　詳細はイベント問合せ先にご確認ください。

各地 3月のイベント

■ご予約・お問い合わせ先

富山県赤坂会館
〒107-0052　東京都港区赤坂7-5-51　
東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅４番出口から徒歩10分
TEL：03-3586-0991　FAX：03-3584-6059
ホームページ：https://www.toyamaken-akasakakaikan.jp/

　富山県新世紀産業機構では、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大による影響を受けた県内事業者の皆様からの様々な経
営相談に対応しております！
【概要】豊富な知識と経験を持つ中小企業診断士等が、電話やオ
ンラインで経営相談に対応いたします。各種助成金の申請手
続きにもお役立てください。
　（1）受付時間：８：３０～１９：００（平日・土日祝日問わず）
　（2）電話番号：０７６－４４４－５６７３

【ご注意】オンライン相談を希望される場合、事前予約が必要と
なります。
■お問い合わせ先

（公財）富山県新世紀産業機構
　　電話：076-444-5605　 FAX：076-444-5646
富山県経営支援課創業・ベンチャー係
　　電話：076-444-3247　 FAX：076-444-4402
　　メール：akeieishien@pref.toyama.lg.jp 

新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口のご案内

　日頃より、「都心の中の富山」富山県赤坂会館をご愛顧いた
だき、ありがとうございます。
　都心にあって緑に囲まれた閑静な中に佇む富山県赤坂会館
は、ご利用のお客様に安らぎとくつろぎを提供する場として、宿
泊をはじめ、旬の富山県産の食材を使用した料理を提供してお
ります。
　コロナ禍において、お客様への検温の実施や館内各所での消
毒液設置など感染症対策を強化しており、東京都の「感染拡大
防止徹底宣言」店舗にも登録されております。
　何かと難しい時期ではありますが、皆様のご利用を心よりお
待ちしております。
　なお、飲食店に係る営業時間の短縮要請等により、夕食の提
供時間を短縮している場合がありますので、詳しくはお問い合
わせください。

○素泊まり宿泊割引プラン　１泊3,400円～
　シングル（浴室・トイレ付き）  5,400円（通常価格から2,500円引き）
　和室６畳（浴室・トイレ共同）  4,600円（通常価格から2,500円引き）
　2段ベッド（浴室・トイレ共同）3,400円（通常価格から1,500円引き）

○１泊２食付き宿泊割引プラン　１泊6,600円～
都心では珍しい和室でのご宿泊です。
静かな環境で旅館気分を味わってみてはいかがでしょうか。
夕食は館内で味わい、ゆっくりお過ごしいただけます。

○受験生応援プラン　１泊3,400円～
コロナ禍でも、感染症対策が充実した館内で安心してお食事
いただけます。合格祈願グッズの進呈や電気スタンドの貸出
し等もございます。

○日帰りテレワークプラン　3,000円／日
午前7時から午後10時までのご利用で、プリンターの貸出し
も可能です。

赤坂会館についてのご案内

土日祝日の相談や
オンライン相談も対応！！

TEL：（076）423-3171（代表） www.cgc-toyama.or.jp 

中小企業・小規模事業者を支える身近なパートナー 

資金調達 

経営改善 創業支援 
事業承継 

信用保証 

お気軽にご相談ください 

など 
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　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を
目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！

１．申請前の直近６カ月間のうち、任意の３カ月の合計売上高が、コロナ以前の同３カ月の合計売上高と比
較して10％以上減少している中小企業等。

２．事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり
付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。

通常枠　補助額 100万円～6,000万円
　　　　補助率 2／3
卒業枠* 補助額 6,000万円超～1億円
　　　　補助率 2/３

* 事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グ
ローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増
やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特
別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

令和２年度３次補正予算案・令和３年度税制改正において
措置予定の補助金のご案内

予算案・税制改正成立を前提としており、今後内容が変更等される場合があります。

中小企業等事業再構築促進事業

　感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や販路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの
導入等を支援するため、「特別枠」を新特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」に改編します！

■ ものづくり補助金
通常枠 補助上限1,000万円、補助率 1／2（小規模 2／3）
低感染リスク型ビジネス枠* 補助上限1,000万円、補助率 2／3
* 対人接触機会の減少に資する製品開発や設備投資、システム構築等

■ 持続化補助金
通常枠 補助上限50万円、補助率 2／3
低感染リスク型ビジネス枠** 補助上限100万円、補助率 3／4
** ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等

■  IT導入補助金
通常枠 補助上限450万円、補助率 1／2
低感染リスク型ビジネス枠*** 補助上限450万円（※）、補助率 2／3
※テレワーク対応類型は150万円
*** 複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なITツールの導入や、
　　テレワークを行うため、複数の業務工程にクラウド対応したITツールを導入する取組

中小企業生産性革命推進事業

HPはこちら

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201223yosan.pdf

対象

中
小
企
業

✓

✓

** 以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ
以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少
している中堅企業。

②補助事業終了後3～5年で付加価値額又は従業員一人当
たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。

③グローバル展開を果たす事業であること。

中
堅
企
業

通常枠　補助額 100万円～8,000万円　
　　　　補助率 1／2（4,000万円超は1／3）
グローバルＶ字回復枠** 
　　　　補助額 8,000万円超～１億円　
　　　　補助率 1／2

✓

✓




